
森林環境譲与税（仮称）
の主な使途

既存国庫補助制度
の主な使途

条件不利地森林整備 条件不利地森林整備

川上対策

　　森林の経営管理
　　・所有者調査
    ・境界確定　等

　　森林の経営
　　　 ・境界確定
　　　 ・造林、間伐
　　　 ・路網整備　等

里山・平地林の整備 里山・平地林の整備

川中対策
木材加工場等

の整備

木材利用の推進

森林環境教育
貴重な自然環境
の保護・保全　等

森林環境教育

川下対策
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新たな

森林経営

管理制度

林業の成長産業化

による地方創生

林業県ぐんまの

実現

平地市町村の取り組み

により林業経営を支援

林業の成長産業化へ

集中投資
既存国庫補助制度を

組み合わせて活用
◆豊かな水を育み、災害に強い森

林づくり

◆里山・平地林等の森林環境を改

善し、安全・安心な生活環境を創造

森林環境譲与税(仮称)
の活用の考え方

ぐんま緑の県民税

（第Ⅱ期）の活用方針

ぐんま緑の県民税（第Ⅱ期）と、平成３１年度から新たに創設される「森林環境譲与税（仮称）」及び「森林経営管理

制度」を併せて活用し、県内の森林整備水準の向上を図る。

群馬県におけるぐんま緑の県民税(第Ⅱ期）と森林環境譲与税(仮称)の活用イメージ 資料７


